	消 防 計 画 書
	分    類
	  業務(規)－（保）07

	
	適用範囲
	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日



第  １章    総    則

    （目  的）
第  １条  この計画書は、東ソー日向株式会社（以下「当社」という。）における防火管理の徹底を図り、火災、高圧ガス・危険物等による事故発生を防止し、地震・津波・風水害等の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）
第  ２条　この計画書の適用範囲は、当社に勤務し、出入りする全ての者とする。
2　管理の及ぶ範囲は、別添図面のとおりであり、当該部分において、この計画を適用する。

    （諸規程との関係）
第  ３条  第1条の目的を達するため、必要な事項を火気取締規程、災害予防規程、自衛防災隊実施基準、危険物危害予防規程、防災設備等の点検実施基準、地震・津波防災対策規程に定めるほか、この計画書に定める。

第  ２章    防火管理組織

    （管理権原者、防火管理者及び事務局）
第  ４条  管理権原者は工場長とする。管理権原者は、防火管理者を選任し、必要な指示を与える。防火管理の事務局は品質管理室とし、当社における安全保安に関する基本方針の策定、立案、推進を図る。事務局は次の事項を担当する。
      ①．消防計画並びにこれの実施に関すること。
      ②．防火に関する細則について制定する。
      ③．消防用設備の改善、強化に関すること。
      ④．防火に関する調査、研究及び企画に関すること。
      ⑤．防火思想の普及及び高揚に関すること。
      ⑥．その他防火に関する事項。

    （防火管理組織）
第  ５条  日常における火災予防の徹底を図るため、火気取締規程に基づき防火に対す        る管理、保全を行うものとする。

    （自衛防災隊組織）
第  ６条  自衛防災隊実施基準に基づき、当社における火災の発生、高圧ガス、危険物等による事故発生及び地震、津波、風水害等の事故が発生した場合、その初期消火、初期防災、緊急措置を任務とし、従業員、協力会社、付近住民及び当社施設を災害より守るものとする。

    （教育及び防災訓練）
第  ７条  自衛防災隊実施基準の第１５条及び１６条に基づき、教育及び防災訓練を行い        消防の知識及び防災技術の向上に努めるものとする。


第  ３章    火災の予防

    （点検基準）
第  ８条  火災予防上の火気使用器具の点検基準は、「火気取締規程」に、また防災設備等の点検基準は「防災設備等の点検基準」に定めるものとする。

    （補修改善）
第  ９条  従業員は、前条に基づく点検検査において補修改善を要する事項を発見した場合は、すみやかに上司に報告し、改善の処置を講ずるものとする。

    （補修改善）
第１０条  点検検査結果は、その都度別に定める点検簿及び維持台帳等に記録し保存しな        ければならない。

    （防火上の遵守事項）
第１１条  当社において何人といえども、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな い。
      ①．喫煙指定場所以外の喫煙はしないこと。
      ②．危険物、高圧ガス貯蔵所等、引火性の恐れのある場所付近で火気を使用しない        こと。
      ③．電気設備は、その容量以上又は設置した目的以外に使用しないこと。　　　　　　
      ④．火気を使用した者は確実に残り火を始末すること。
      ⑤．ストーブその他火気使用設備の周囲は常に整理整頓するとともに可燃性物品の保存場所に留意すること。
      ⑥．ストーブその他火気使用設備の火気を使用するときは、あらかじめ器具、煙突等の破損の有無、煤煙の堆積の状況を確認し安全な条件でこれを使用すること。
      ⑦．火災警報発令中又は火災予防上危険と認められる場合は、紙木片等著しく火の粉を発散するものを継続して燃やさないこと。
      ⑧．地震、津波、天災その他非常の場合で避難を要するときは、火の始末をしたのち避難すること。
      ⑨．その他、危険物危害予防規程、火気取締規程の火災予防上必要な事項について守らなければならない。


第  ４章    災害の防御

    （防  御）
第１２条  
1 ．当社内外に火災発生又は地震その他の災害が発生した場合は被害を最小限にとどめるため、第６条に定める自衛防災隊の編成により担当任務の遂行にあたるものとする。
      ②．公設消防隊到着に際しては、通報連絡及び避難・誘導にあたる者は人命救助の
        要否等火災の状況を説明するとともに公設消防隊の誘導並びにその他の連絡にあ
        たるものとする。


第  ５章    消防機関との連絡等

    （連絡事項）
第１３条  防火管理者は次の事項について常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正
        を期するように努めなければならない。
      ①．消防計画の提出。
      ②．査察の要請。
      ③．教育訓練指導の要請。
      ④．建物及び諸設備の使用を変更する際の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進。
      ⑤．査察時に於ける各種備え付け台帳等の提示。
      ⑥．その他防火管理上の必要事項。

    （立入検査の立会）
第１４条  消防署員の立入検査に際しては防火管理者又は防火管理者の指名を受けた者が
        立会うものとする。


第  ６章    褒賞及び懲戒

    （褒  賞）
第１５条  災害を未然に防ぎ、または非常の際に特に功労のあった者に対しては、会社従
        業員就業規則（以下「就業規則」という）に基づき褒賞を行うものとする。

    （懲  戒）
第１６条  本消防計画を遵守せず、又、下命事項について怠り、事業場あるいは他の従業
        員に危険を生ぜしめたときは就業規則に基づき懲戒を行うものとする。

第  ７章    補  則

    （要領の管理）
第１７条  この要領の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　


                  　　  付  　　　　則
    ①  この要領は、１９９５年１０月  １日から施行する。
　　②　この要領は、２０１２年１２月　１日一部改訂　　　　　　　 Ｒｅｖ.1
　　③　この要領は、２０１３年　８月　９日一部改訂　　　　　　　 Ｒｅｖ.2
④　この要領は、２０２０年　８月３１日一部改訂　　　　　　　 Ｒｅｖ.3

